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会
館
特
別
会
計
規
程

（
平
成
六
年
三
月
三
日
会
規
第
三
十
三
号
）

平
成
一
三
年

二
月

九
日

改
正

同

一
四
年

二
月
二
八
日

同

一
四
年

五
月
二
四
日

同

一
九
年
一
二
月

六
日

同

二
〇
年
一
二
月

五
日

同

二
七
年
一
二
月

四
日

（
目
的
）

、

（

「

」

第
一
条

こ
の
規
程
は

日
本
弁
護
士
連
合
会
会
則

以
下

会
則

と
い
う

第
九
十
五
条
の
二
及
び
外
国
特
別
会
員
基
本
規
程

会

。）

（

規
第
二
十
五
号
）
第
六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
日

本
弁
護
士
連
合
会
の
会
館
の
維
持
、
管
理
及
び
改
修
に
要
す
る

資
金
の
確
保
、
運
用
及
び
支
出
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
特
別
会
計
の
設
置
）

第
二
条

会
館
の
維
持
、
管
理
及
び
改
修
に
要
す
る
資
金
の
確
保
、

運
用
及
び
支
出
に
関
す
る
会
計
は
、
特
別
会
計
（
以
下
「
会
館

」

。）

、

。

特
別
会
計

と
い
う

と
し

そ
の
年
度
は
本
会
計
に
準
ず
る
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（
収
入
）

第
三
条

会
館
特
別
会
計
の
収
入
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

会
則
第
九
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
会
費
の
中
か
ら
会
館

の
維
持
運
営
に
充
て
ら
れ
る
金
員

二

外
国
特
別
会
員
基
本
規
程
第
六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
会
費
の
中
か
ら
会
館
の
維
持
運
営
に
充
て
ら
れ
る
金
員

三

一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金

四
及
び
五

削
除

六

会
館
の
維
持
、
管
理
及
び
改
修
の
費
用
と
し
て
収
受
し
た
寄

付
金

七

使
用
料
等
会
館
の
運
営
に
よ
る
収
入

八

理
事
会
の
承
認
を
得
た
も
の

九

会
館
特
別
会
計
に
係
る
資
金
の
保
管
に
よ
っ
て
生
ず
る
利
益

及
び
利
息

２

会
館
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
収
入
は
、
前
項
第
七
号
の
収
入
と

す
る
。

一

会
議
室
、
講
堂
等
の
使
用
料

二

テ
ナ
ン
ト
か
ら
の
諸
収
入

三

駐
車
場
の
使
用
料

四

理
事
会
の
承
認
を
得
た
も
の

（
管
理
の
方
法
）



- 3 -

第
四
条

会
館
特
別
会
計
に
係
る
資
金
は
、
確
実
な
方
法
に
よ
っ
て

保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
出
）

第
五
条

会
館
特
別
会
計
の
支
出
は
次
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
科
目

の
設
定
に
つ
い
て
は
経
理
委
員
会
に
お
い
て
定
め
る
。

一

会
館
の
敷
地
の
使
用
料

二

会
館
の
建
物
及
び
付
属
設
備
の
維
持
及
び
管
理
に
関
す
る
費

用
三

会
館
の
建
物
及
び
付
属
設
備
の
修
繕
及
び
改
良
に
関
す
る
費

用
四

会
館
の
使
用
に
伴
う
水
道
光
熱
費

五

会
館
の
建
物
及
び
付
属
設
備
に
関
す
る
公
租
公
課
及
び
保
険

料
六

日
本
弁
護
士
連
合
会
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
の
維

持
、
管
理
及
び
改
良
に
関
す
る
費
用

七

理
事
会
の
承
認
を
得
た
も
の

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
三
年
二
月
九
日
改
正
）

第
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
三

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

- 4 -

附

則
（
平
成
一
四
年
二
月
二
八
日
改
正
）

第
三
条
第
一
項
第
十
号
、
第
四
条
第
二
項
及
び
第
五
条
第
十
号
の

改
正
規
定
は
、
平
成
十
四
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
四
年
五
月
二
四
日
改
正
）

第
三
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
並
び
に
第
五
条
第
六
号
乃
至

第
八
号
及
び
第
十
一
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
四
年
五
月
二
十
四

日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
九
年
一
二
月
六
日
改
正
）

第
三
条
第
一
項
及
び
第
五
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
五
日
改
正
）

第
三
条
第
一
項
第
十
号
（
削
除

、
第
四
条
第
二
項
（
削
除
）
及

）

び
第
五
条
第
八
号
（
削
除
）
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
六
年
一
二
月
五
日
会
規
第
一
〇
一
号
（
平

成
二
七
年
一
二
月
四
日
一
部
改
正
）

外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
制
度
創
設
に
係
る
外
国

弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
特

別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
会
規
（
外
国
特
別

会
員
関
係
）
の
整
備
に
関
す
る
規
程

第
一
条
、

第
二
条
、
第
三
条
、
第
四
条
、
第
五
条
改
正
）
抄
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第
一
条

こ
の
規
程
は
、
外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い

に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六

年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る

（
後
略
）

。

（
平
成
二
七
年
政
令
第
四
一
四
号
で
平
成
二
八
年
三
月
一

日
か
ら
施
行
）


